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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
ア
）
に
つ
い
て

公
衆
浴
場
等
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
防
止
対
策
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
事
例
の
原
因

を
踏
ま
え
る
と
、
レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌
が
屋
外
か
ら
浴
槽
水
へ
侵
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
構
造
設
備
上
の
措
置
、
浴

槽
、
配
管
、
循
環
ろ
過
装
置
等
に
お
け
る
生
物
膜
の
発
生
防
止
及
び
除
去
を
行
う
た
め
の
洗
浄
、
消
毒
等
の
衛
生
管
理
上
の

措
置
並
び
に
循
環
水
の
微
粒
子
が
空
気
中
に
分
散
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
組
み
合
わ
せ
て
講
ず
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
（
イ
）
に
つ
い
て

公
衆
浴
場
等
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
は
、
浴
槽
水
又
は
こ
れ
を
使
用
し
た
打
た
せ
湯
等
の
中
の
レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌

が
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
検
体
は
浴
槽
水
か
ら
採
取
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
（
ウ
）
に
つ
い
て

公
衆
浴
場
等
の
浴
槽
に
係
る
配
管
等
に
つ
い
て
は
、
浴
槽
水
全
部
を
交
換
す
る
時
に
塩
素
剤
に
よ
る
洗
浄
及
び
消
毒
を
行

う
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



一
の
（
エ
）
に
つ
い
て

公
衆
浴
場
等
の
循
環
式
浴
槽
に
係
る
配
管
に
つ
い
て
は
、
浴
槽
水
全
部
を
交
換
す
る
時
に
十
分
清
掃
及
び
消
毒
を
行
う
こ

と
に
よ
り
内
壁
へ
の
生
物
膜
の
付
着
を
お
お
む
ね
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
が
、
「
循
環
式
浴
槽
に
お
け
る

レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
付
け
健
衛
発
第
九
十
五
号
厚
生
労
働
省
健

康
局
生
活
衛
生
課
長
通
知
）
で
示
し
た
「
循
環
式
浴
槽
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
以
下
「
マ
ニ

ュ
ア
ル
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
清
掃
及
び
消
毒
に
加
え
て
、
年
に
一
回
程
度
循
環
式
浴
槽
に
係
る
配
管

の
内
壁
に
付
着
す
る
生
物
膜
を
過
酸
化
水
素
等
に
よ
り
除
去
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
（
オ
）
に
つ
い
て

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
は
、
循
環
式
浴
槽
に
係
る
配
管
の
内
壁
に
付
着
し
た
生
物
膜
を
除
去
す
る
方
法
と
し
て
、
過
酸
化

水
素
に
よ
る
消
毒
、
高
濃
度
の
塩
素
に
よ
る
消
毒
等
を
例
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
際
に
も
公
衆
浴
場
業
及
び
旅

館
業
の
営
業
者
は
こ
れ
ら
の
方
法
を
用
い
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
例
示
し
て
い
る
方
法
は
妥
当
な
も
の

と
考
え
て
い
る
。

一
の
（
カ
）
に
つ
い
て

二



は
く

生
物
膜
を
適
切
に
剥
離
し
、
除
去
す
る
方
法
と
し
て
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
例
示
し
て
い
る
方
法
以
外
の
も
の
は
把
握
し
て

い
な
い
。

二
の
（
ア
）
及
び
（
ウ
）
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
十
月
に
板
橋
区
保
健
所
が
行
っ
た
御
指
摘
の
公
衆
浴
場
へ
の
立
入
検
査
に
お
い
て
は
、
浴
槽
水
か
ら
大
腸
菌

群
は
検
出
さ
れ
た
が
、
レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
板
橋
区
保
健
所
は
当
該
公
衆

浴
場
の
営
業
者
に
対
し
、
そ
の
後
死
亡
し
た
男
性
が
入
浴
し
た
浴
槽
の
配
管
を
定
期
的
に
清
掃
す
る
よ
う
指
導
し
た
と
承
知

し
て
い
る
。

そ
の
後
の
対
応
に
つ
い
て
、
当
該
営
業
者
は
、
当
該
浴
槽
に
つ
い
て
、
毎
日
浴
槽
水
全
部
を
交
換
し
清
掃
を
行
う
と
と
も

に
、
配
管
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
に
一
回
ホ
ー
ス
を
用
い
て
水
で
洗
浄
し
た
上
、
高
濃
度
の
次
亜
塩
素
酸
を
一
時
間
程
度
循

環
さ
せ
て
い
た
旨
述
べ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
（
イ
）
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
板
橋
区
保
健
所
の
職
員
の
立
会
い
の
下
に
死
亡
し
た
男
性
が
入
浴

し
た
浴
槽
の
排
水
口
及
び
配
管
吸
引
口
の
生
物
膜
を
採
取
し
、
検
査
し
た
と
こ
ろ
、
レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌
の
宿
主
と
な
り
得
る
ア

三



メ
ー
バ
等
は
検
出
さ
れ
た
が
、
レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

三
の
（
ア
）
に
つ
い
て

「
温
泉
を
利
用
し
た
公
衆
浴
場
業
及
び
旅
館
業
の
入
浴
施
設
の
衛
生
管
理
の
徹
底
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
一
年
三
月
二
十

九
日
付
け
衛
指
第
二
十
八
号
厚
生
省
生
活
衛
生
局
指
導
課
長
通
知
）
は
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
等
に
対
し
て
、
温
泉
を
利

用
し
た
公
衆
浴
場
業
及
び
旅
館
業
の
営
業
者
が
浴
槽
水
の
衛
生
管
理
を
徹
底
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
も
の
で

あ
る
。
平
成
十
三
年
三
月
末
現
在
、
公
衆
浴
場
業
の
施
設
の
数
は
二
万
六
千
七
百
三
十
二
、
旅
館
業
の
施
設
の
数
は
九
万
九

千
百
七
十
六
で
あ
る
が
、
実
際
に
指
導
を
受
け
た
営
業
者
の
数
は
承
知
し
て
い
な
い
。

「
建
築
物
等
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
対
策
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
生
衛
発
第
千
六
百

七
十
九
号
厚
生
省
生
活
衛
生
局
長
通
知
）
は
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
等
に
対
し
て
、
特
定
建
築
物
の
設
置
者
等
に
レ
ジ
オ

ネ
ラ
菌
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
等
の
指
導
を
行
う
よ
う
依
頼
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ

ネ
ラ
症
防
止
対
策
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
社
援
施
第
四
十
七
号
厚
生
省
大
臣
官
房
障
害
保
健
福

祉
部
障
害
福
祉
課
長
、
社
会
・
援
護
局
施
設
人
材
課
長
、
老
人
保
健
福
祉
局
老
人
福
祉
計
画
課
長
及
び
児
童
家
庭
局
企
画
課

長
連
名
通
知
）
及
び
「
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
対
策
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
一
年
十
二
月
六
日
付
け

四



老
健
第
百
七
十
一
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
老
人
保
健
課
長
通
知
）
は
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
等
に
対
し
て
、
社
会
福

祉
施
設
及
び
老
人
保
健
施
設
の
設
置
者
が
「
新
版
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
指
針
」
に
沿
っ
て
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
防
止
に
万

全
を
期
す
よ
う
指
導
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
都
道
府
県
、
指
定
都
市
等
に
よ
る
指
導
対
象
と
な
る
特
定
建
築

物
、
社
会
福
祉
施
設
及
び
老
人
保
健
施
設
の
数
は
承
知
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
実
際
に
指
導
を
受
け
た
特
定
建
築
物
、
社
会

福
祉
施
設
及
び
老
人
保
健
施
設
の
設
置
者
の
数
も
承
知
し
て
い
な
い
。

「
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
対
策
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
送
付
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
二
年
八
月
二

十
四
日
付
け
厚
生
省
生
活
衛
生
局
指
導
課
事
務
連
絡
）
は
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
等
に
対
し
て
、
公
衆
浴
場
業
及
び
旅
館

業
の
営
業
者
に
「
よ
く
知
ろ
う
「
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
」
と
そ
の
対
策
」
と
題
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
よ
う
依
頼
し
た

も
の
で
あ
る
。
当
該
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
対
象
と
な
る
公
衆
浴
場
業
及
び
旅
館
業
の
施
設
の
平
成
十
三
年
三
月
末
現
在
の

数
は
十
二
万
五
千
九
百
八
で
あ
る
が
、
実
際
に
配
布
を
受
け
た
営
業
者
の
数
は
承
知
し
て
い
な
い
。

「
公
衆
浴
場
に
お
け
る
衛
生
等
管
理
要
領
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
二
年
十
二
月
十
五
日
付
け
生
衛
発
第
千
八
百
十
一
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
長
通
知
）
は
、
公
衆
浴
場
業
及
び
旅
館
業
の
営
業
者
が
講
ず
る
べ
き
衛
生
管
理
等
の
措
置
を
明
ら
か
に

し
た
「
公
衆
浴
場
に
お
け
る
衛
生
等
管
理
要
領
」
、
「
旅
館
業
に
お
け
る
衛
生
等
管
理
要
領
」
等
を
定
め
、
都
道
府
県
、
指

五



定
都
市
等
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
た
指
導
を
行
う
こ
と
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
十
三
年
三
月
末
現
在
、
公

衆
浴
場
業
の
施
設
の
数
は
二
万
六
千
七
百
三
十
二
、
旅
館
業
の
施
設
の
数
は
九
万
九
千
百
七
十
六
で
あ
る
が
、
実
際
に
指
導

を
受
け
た
営
業
者
の
数
は
承
知
し
て
い
な
い
。

一
の
（
エ
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
循
環
式
浴
槽
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
」
は
、
公

衆
浴
場
業
及
び
旅
館
業
の
営
業
者
が
講
ず
る
べ
き
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
対
策
を
明
ら
か
に
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
定
め
、
都
道

府
県
、
指
定
都
市
等
に
対
し
て
、
こ
れ
を
営
業
者
に
周
知
す
る
こ
と
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
循
環
式
浴
槽
と
同
様
の
構
造

を
有
す
る
遊
泳
用
プ
ー
ル
の
附
帯
設
備
に
つ
い
て
も
同
様
の
衛
生
管
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
当
該
プ
ー
ル
の
設
置
者
に
マ
ニ

ュ
ア
ル
を
周
知
す
る
こ
と
を
併
せ
て
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
社
会
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止

対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
付
け
杜
援
基
第
三
十
三
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭

局
総
務
課
長
、
社
会
・
援
護
局
福
祉
基
盤
課
長
、
障
害
保
健
福
祉
部
企
画
課
長
及
び
老
健
局
計
画
課
長
連
名
通
知
）
は
、
都

道
府
県
、
指
定
都
市
等
に
対
し
て
、
社
会
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
い
て
循
環
式
浴
槽
等
の
適
切
な
衛
生
管

理
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
社
会
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
の
設
置
者
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
周
知
す
る
よ
う
依
頼
し
た
も

の
で
あ
る
。
循
環
式
浴
槽
を
設
置
し
て
い
る
公
衆
浴
場
業
及
び
旅
館
業
の
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
並
び
に
介
護
老
人
保
健
施

六



設
の
数
並
び
に
循
環
式
浴
槽
と
同
様
の
附
帯
設
備
を
設
け
て
い
る
遊
泳
用
プ
ー
ル
の
数
は
承
知
し
て
お
ら
ず
、
実
際
に
マ
ニ

ュ
ア
ル
を
受
け
取
っ
た
営
業
者
等
の
数
も
承
知
し
て
い
な
い
。

三
の
（
イ
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
洗
浄
、
消
毒
、
除
去
等
の
対
象
施
設
の
数
及
び
こ
れ
ら
の
こ
と
が
実
行
さ
れ
て
い
る
程
度
に
つ
い
て
は
、
承
知

し
て
い
な
い
。

三
の
（
ウ
）
に
つ
い
て

レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
対
策
の
周
知
徹
底
の
た
め
、
平
成
十
二
年
八
月
に
「
よ
く
知
ろ
う
「
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
」
と
そ
の
対

策
」
と
題
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
十
三
万
千
百
部
作
成
し
、
都
道
府
県
、
関
係
団
体
等
を
通
じ
て
公
衆
浴
場
業
及
び
旅
館
業

の
営
業
者
に
配
布
す
る
と
と
も
に
、
「
公
衆
浴
場
に
お
け
る
水
質
基
準
等
に
関
す
る
指
針
」
、
「
公
衆
浴
場
に
お
け
る
衛
生

等
管
理
要
領
」
、
「
旅
館
業
に
お
け
る
衛
生
等
管
理
要
領
」
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ヘ
の
掲
載

等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
（
エ
）
に
つ
い
て

公
衆
浴
場
等
の
構
造
設
備
は
施
設
ご
と
に
異
な
る
中
で
、
各
営
業
者
等
が
講
じ
て
い
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌
に
よ
る
汚
染
の
防

七



止
措
置
を
一
般
の
利
用
者
が
評
価
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
と
も
営
業
者
等
に
対
す
る
情

報
提
供
や
衛
生
指
導
の
推
進
を
中
心
と
し
た
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
対
策
の
充
実
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 八


